
 Ｃ項目：手術等の医学的状況の定義について 
（共通事項の概要） 
①検査のみを実施した場合には評価の対象とはならない ②同一疾患に起因した一連の再手術の場合は初回の手術のみ評価の対象とする 
③判断基準に示された術当日からの期間については術当日を含む日数である 

 

医療機能に応じた入院医療の評価について③ 
平成28年度診療報酬改定 

一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の見直し（C項目について） 

項目名 定義 留意点 

開頭手術 
(7日間） 

 ・開頭により頭蓋内に達する方法による手術  ・穿頭及び内視鏡下に行われた手術は含めない 

開胸手術 
（７日間） 

 ・胸壁を切開し胸腔に達する方法による手術 
 （胸骨正中切開により縦隔に達するものも含む） 

 ・胸腔鏡下に行われた手術は含めない 

開腹手術 
（５日間） 

 ・腹壁を切開し腹腔・骨盤腔内の臓器に達する方法による手術 
  （腹膜を切開せず後腹膜腔の臓器に達する場合を含む） 

 ・腹腔鏡下に行われた手術は含めない 

骨の手術 
（５日間） 

 ・骨切り又は骨の切除・移植を要する手術（指（手、足）の手術は除く） 
 ・関節置換・骨頭挿入に係る手術 
 ・下肢・骨盤の骨接合に係る手術（指（足）は除く） 
 ・脊椎固定に係る手術又は骨悪性腫瘍に係る手術 

－ 

胸腔鏡・腹腔鏡手術 
（３日間） 

 ・胸腔鏡下に胸腔に達する手術（縦隔に達するものも含む） 
 ・腹腔鏡下に腹腔・骨盤腔内の臓器に達する手術 
 （後腹膜腔の臓器に達する場合も含む） 

－ 

全身麻酔・脊椎麻酔 
の手術（２日間） 

 ・上記５項目に該当しないもので全身麻酔下、脊椎麻酔下に行われた手術 

救
命
等
に
係
る
内
科
的
治
療 

①経皮的血管内治療 
（２日間） 

 ・経皮的な脳血管内治療     ・t-PA療法 
 ・冠動脈カテーテル治療      ・胸部又は腹部のステントグラフト挿入術 
 ・選択的血管塞栓による止血術 

 ・検査のみの場合は含めない 

②経皮的心筋焼灼術
等の治療（２日間） 

 ・経皮的心筋焼灼術 
 ・体外ペースメーキング術 
 ・ペースメーカー移植術 
 ・除細動器移植術 

 ・ペースメーカー交換術及び除細動器交換術は含めない 
 ・体外ペースメーキング術は、１入院中に初回に実施した日から 
 ２日間までに限り評価を行う 

③侵襲的な消化器治療 
（２日間） 

 ・内視鏡による胆道・膵管に係る治療 
 ・内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 
 ・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 
 ・緊急時の内視鏡による消化管止血術 

 ・検査のみの場合は含めない 
 ・内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜切除術又は内視鏡的ポリープ切除術を実施  
 した場合は含めない 
 ・緊急時の内視鏡による消化管止血術は、慢性疾患に対して予定された止 
 血術や硬化療法を行う場合、同一病変について１入院中に再止血を行う場 
 合、内視鏡治療に起因する 出血に対して行った場合等は含めない 6 


